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その１

架空料金請求詐欺（サポート詐欺）

電話をしてしまうと・・・

ことになります。

表示された電話番号に連絡をしてはいけません！

架空料金請求詐欺（有料サイト利用名目）
パソコン上やメール、電話等で「サイトの未納料金がある。今日中に支払わ

なければ裁判となる」等と焦らせ、電子マネーカードで未納料金を支払うよう

指示される。

インターネットを閲覧中、画面に「トロイの木馬」「感染」などといった表示が出て、０１０から始ま
る番号に電話をかけるように促し、電話を掛けると片言の日本語を話す者が応対し、パソコンの
サポートや修理名目で電子マネーカードを購入するよう指示される。

←サポート詐欺の実際の画面

その２

特殊詐欺ゼロを目指しましょう！


